
○たつの市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２８年１２月１日 

告示第１０８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち同項第

１号に規定する第１号事業の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」

という。）第５条による改正前の法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介

護をいう。 

(２) 旧介護予防通所介護 整備法第５条による改正前の法第８条の２第７項に規

定する介護予防通所介護をいう。 

(３) 訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをい

う。 

(４) 緩和した基準による訪問型サービス 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも

緩和した基準によるサービスをいう。 

(５) 通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをい

う。 

(６) 緩和した基準による通所型サービス 旧介護予防通所介護に係る基準よりも

緩和した基準によるサービスをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この告示において、使用する用語は、法、省令及び地

域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健

局長通知）で使用する用語の例による。 

（事業構成） 

第３条 市長は、第１号事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

(１) 第１号訪問事業 

ア 訪問介護相当サービス 

イ 緩和した基準による訪問型サービス 

(２) 第１号通所事業 

ア 通所介護相当サービス 



イ 緩和した基準による通所型サービス 

(３) 第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

（第１号事業の委託等） 

第４条 市長は、適当と認める者に対し、第１号事業の全部又は一部を委託すること

ができる。 

２ 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、第１号事業を実施する事業所とし

て指定することができる。 

３ 第１号介護予防支援事業は、地域包括支援センター及びたつの市在宅介護支援セ

ンター運営事業実施要綱（平成１８年告示第３５号）に規定する在宅介護支援セン

ターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に

委託することができる。 

４ 第２項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、たつの市介護予防・日常生

活支援総合事業における事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指

定に関する基準を定める要綱（平成２８年告示第１０９号）に定める。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第５条 第１号事業に要する費用の額は、別表に定める額とする。 

（第１号事業支給費の額） 

第６条 法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給費の額は、前条の

規定により算定された第１号事業に要する費用の額（その額が現に当該第１号事業

に要した費用の額を超えるときは、当該第１号事業に要した費用の額とする。）の

１００分の９０に相当する額とする。 

２ 法第５９条の２第１項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者

等に係る第１号事業支給費について、前項の規定を適用する場合においては、前項

中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

３ 法第５９条の２第２項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者

等に係る第１号事業支給費について、第１項の規定を適用する場合においては、第

１項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第３条第３号に規定する第１号介護予防支援事業につ

いては、前条の規定により算定された第１号事業に要する費用の額の１００分の１

００に相当する額とする。 

（支給限度額） 

第７条 居宅要支援被保険者等が利用した第１号事業に要する費用の額の支給限度額

は、法第５５条第１項に規定する支給限度額により算定するものとする。事業対象

者に係る支給限度額は、要支援１の支給限度額と同額とする。 

２ 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第１号事業について行う。 

３ 居宅要支援被保険者が法第５２条に規定する予防給付を利用している場合は、第



１号事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。 

（利用料） 

第８条 第１号事業の利用者は、第６条第１項から第３項までに規定する第１号事業

支給費の額を控除した額を利用料として負担するものとする。 

２ 第１号事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、利用者の負担とす

る。 

３ 第１項の利用料は、第１号事業を実施する者が、これを徴収する。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第９条 市長は、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事

業及び法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当す

る事業（以下これらを「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を実施す

るものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他必要な事項

は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２９条の２の２及び第２９

条の３の規定を準用する。 

（関係機関との連携） 

第１０条 市長は、第１号事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、第

１号事業による効果が期待される居宅要支援被保険者等の早期発見に努めるほか、

支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。 

（指導及び監査） 

第１１条 市長は、第１号事業の適切かつ有効な実施のため、第１号事業を実施する

者に対して、必要に応じて指導及び監査を行うものとする。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、第１号事業の実施について必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（第１号事業に要する費用の額の特例） 

２ 第１号事業のうち訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスを実施する事

業所が、平成２７年３月３１日において、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所

介護に係る指定介護予防サービスを実施している場合における当該事業所の当該事

業に要する費用の加算・減算については、平成３０年３月３１日までに限り、第５

条の規定にかかわらず、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の例による。 

附 則（平成２９年２月１３日告示第３号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 



附 則（平成２９年４月２７日告示第８１号） 

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後のたつの市介護予防・日

常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年５月１０日告示第１１５号） 

この告示は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月８日告示第１０７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の改正規定は、令和元年１０月１日以後に利用する

サービスについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和３年３月２６日告示第４５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は、令和３年４月１日以後に利用するサービ

スについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年９月３０日告示第１０２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は令和３年１０月１日以後に利用するサービ

スについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年１月１３日告示第１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は令和４年４月１日以後に利用するサービス

について適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年８月１５日告示第８８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は令和４年１０月１日以後に利用するサービ

スについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 



附 則（令和６年３月１８日告示第３０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の改正規定は令和６年４月１日以後に利用するサー

ビスについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

附 則（令和６年４月２４日告示第６３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の規定は令和６年１０月１日以後に利用するサービ

スについて適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

附 則（令和７年１月１０日告示第２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の別表の改正は令和７年４月１日以後に利用するサービス

について適用し、同日前に利用したサービスについては、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

第１号事業

名 

第１号事業に要する費用の額 対象者 

サービス

費 

加算・減算 

第

１

号

訪

問

事

業 

訪問介

護相当

サービ

ス 

１１，７６

０円／月 

＜介護職員等処遇改善加算＞ 

（１） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

当該サービス費×２４５／１０００ 

（２） 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

当該サービス費×２２４／１０００ 

（３） 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

当該サービス費×１８２／１０００ 

（４） 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

当該サービス費×１４５／１０００ 

＜高齢者虐待防止措置未実施減算＞ 

当該サービス費×１／１００ 

事業対象者・要支

援１・２（週１回

程度の利用） 

２３，４９

０円／月 

事業対象者・要支

援１・２（週２回

程度の利用） 

３７，２７

０円／月 

事業対象者・要支

援２（週２回を超

える程度の利用） 

緩和し

た基準

による

訪問型

２，１７０

円／回 

事業対象者・要支

援１・２（週１～

２回程度の利用） 



サービ

ス 

第

１

号

通

所

事

業 

通所介

護相当

サービ

ス 

１７，９８

０円／月 

＜介護職員等処遇改善加算＞ 

（１） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

当該サービス費×９２／１０００ 

（２） 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

当該サービス費×９０／１０００ 

（３） 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

当該サービス費×８０／１０００ 

（４） 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

当該サービス費×６４／１０００ 

＜高齢者虐待防止措置未実施減算＞ 

当該サービス費×１／１００ 

＜業務継続計画未実施減算＞ 

当該サービス費×１／１００ 

事業対象者・要支

援１（週１回程度

の利用） 

３６，２１

０円／月 

事業対象者・要支

援２（週２回程度

の利用） 

緩和し

た基準

による

通所型

サービ

ス 

３，３２０

円／回 

事業対象者・要支

援１・２（週１～

２回程度の利用） 

第

１

号

介

護

予

防

支

援

事

業 

第１号

介護予

防支援

事業（介

護予防

ケアマ

ネジメ

ント） 

４，４２０

円／月 

＜初回加算＞ 

３，０００円 

＜高齢者虐待防止措置未実施減算＞ 

当該サービス費×１／１００ 

事業対象者・要支

援１・２ 

 


